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下記により、平成 3 年 8 月 4 日執行、藤代町議会議員一般選挙における架空

転入疑惑及び不正投票疑惑の事務検査に関する動；；義を提出します。
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4. 

検査事項

本議会は、地方自治法第 9 8 条第 1 項の規定により、次の事項について検

査するものとする。

(l) 架空転入疑惑に関する事項

(2) 不正投票疑惑に関する事項

特別委員会の設置

本検査は、地方自治法第 1 1 0 条及び委員会条例第 4 条の規定により、委

員 8 人からなる「平成 3 年 8 月 4 日執行、藤代町議会議員一般選挙におけ

る架空転入疑惑及び不正投票疑惑に関する調査特別委員会］を設置して、

これを付託するものとする。

検査権限

本議会は、 1 に掲げる事項の検査を行うため、

の権限を上記特別委員会に委任する。

検査期限

上記特別委員会は、

うことができる。

地方自治法第 9 8 条第 1 項
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平成 3 年 9 月 1 9 日

藤代町海会議長 坂本

1 に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお検査を行
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議 事 日 程

平成 3 年第 3 回藤代町議会定例会
第 3 号

平成 3 年 9 月 I 3 日 （金）午後 1 時開議

日程第 1.

日程第 2.

請顔第 9 号 襄郷用水路の橋拡張工事に関する諸願について
町政に関する一般質問
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通告の順序に従いまして、 18番横田千之君。

〔 18 番横田千之君登壇〕．

01 8 番（横田千之君） 私は 3 点ほど質問通告を出しております。そのうち

1 点目と 2 点目については関連がございますので、あわせて質問をいたしますc

•ここに水と緑と祭りの舞台、いわゆる薩代町の庁舎前の交流公園の基本計画

書がございます。これをもとにいたしまして、現在、実施設計が依頼されてい

る．ということでありますけれども、この工事のために、本年度当初予算で 4 億

3.000万円の予算化をされております。·聞くところによりますと、

想どおりに実施することになれば、さらに 1 億ぐらい必要だと、

この基本構

こういう話も

あるわけであります。

この計画書を見ますと、ばく大なお金をかけるわけですから、計画

そして非常に斬新であるわけでおりますが、
確かに、

はまことに立派でございます。

の計画害を見ますと、哀ん中にコアスペースと申しまして、イペントの舞台と

なる広場があり、•このコアスベースを渦巻き状に囲む水辺がございまして、こ

れのところに水を出したり入れたりすることができるようになるということで

こ

... 

.. .. 

..................... 
'
,
 ..... ‘., 

... 
,
 
..... 
.
 

.. 

.

.

.

.
 ,
 ...... 、
.
,

...... 

,
 
.. 

.̀, 

...... 

, .... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

3
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
 ,
 .. ,
 ..
.
.
 
9
9
1

・
・
・

1
9
1

... ,
 ... ,•1
9

・
1
,
.
,
9
1

・
ー
・
・
・

雪
n
-量

.. 
... 

f
-

5
ｷ
 

あります。その外側が階段状になっておりまして、ペンチとさらに半分は芝生

．のスロープでそこにペンチがありまして、中央の舞台となるところを観覧でき·

ると•いうような形になっておるわけであります。
この水辺には七色の光が映し出されると、•こ

さらに夏になりますと、子供たちの遊び場に

もなると、夢のような世界に私もいつしか入っていってしまうような感じをし

たわけでありますけれども、確か lここのようなイペント広場もいずれどこかに

できれば私自身もいいなというふうに思うわけですけれども、

お尋ねするわけですけれども、藤代町の現実とは余りにもかけ離れている感が

いろいろ話を rr11 いてみますと、

ういうことも聞いておりますし、

ヽ

-1 7 0 -

しかし、町長に

するわけであります。

今議会にも住民からいろんな請願が出されております。手をつなぐ親の会の看

皆さんからは、現在生徒数もふえて運営が非常に困難になってきたと。これま

でも補助金の増額を求めて執行部に要請をしたということでありますけれども、

予算がないということで 100万少しのお金もなかなか出していただけないと、

こういうことで今回あえて議会に請願という形でお願いをすると、こういう形

になっておるわけでおります。さらに、通学路のふたがけの問題もなかなか解
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決に至っていない。 さらには、大雨が降りま-4．と湛水して困っている地域の問
題なと‘、 きのうの論瓢の中からもいろいろ出されておるわけであります． 《： さら
にきょう、菅谷魏員が町民の鯉腹のための各穂健診の蝿料化の問題についても
要求をいたしたわけでありますけれども、 こういう点については、町長も大分
厳しい姿勢をただいまとっていたわけであります。学校教育なと､も 1枚のわら
紙さえ自由になかなか使えないというようなところまで、今、厳しく管理をし
ているというような話も時々耳に入るわけでありますけれと．も、 こういう藤代
町の状況の中で、 このイベント広場はなんと4 ig3, 000万円と、 これはもちろ
ん起俄を起こすわけでありますから、利子等を含めれば私の計算でも約7憶近
いお金になるだろうと推測されるわけであります。

そういう点で、 このイベント広場に膨大なお金をかけて、今藤代町でと､うし
ても優先的につくらなければならない施設なのかと･うなのか、町長はその点を
どのように考えているのか、 まず、 1点お伺いするわけであります。
~さらに、第2点といたしましては、駐車場の慨1題がございます。
今回の選挙がありました。私も多くの町民の音さんと接したわけでありま-ず‐
けれども、その中で何人かの人が駐車場問題について要望を出されておりまし
た。私は特に最近、 この藤代町に引っ越して来られた.という方にたまたまお会
いすることができまして、長く藤代町に住ん-でおりますとマンネリ化と申しま
すか、 これが当たり前という鰡覚に段々陥っていくわげですけれども、他の市
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町村からこの藤代町に新たに住んだ人に、あえてお伺いするのですが、 一番何
を感じますかと、 こういう質問をいたしましたところ、庁舎は立派なのができ
ましたね､役場に行きますと立派な職員の乗用車がずらっと並んでいる。 とこ
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I

ろが私らが庁舎に用があって行くと、なかなかとめるところがないという状況
にたびたびぶつかると。町民は、特に商店街等で商売をしている人などは、 1
台の車のスペースを硴保するのに大変な苦労をしていると、 こついうことを言
います。なんか町民の日常の生涌と町役場というのは大きな開きができている
のではないかというようなことを言われたわけであります。

そういう点から、私も駐車場問題を真剣に検討してきたわけであ.りますけれ
ども、現在、既に駐車場は満杯でございまして、識員の車なども来客用の駐窮
塲に置かざるを得ないというような状況。ただいまのように荊会が始まります
と、融員の20台のスペースを前も･って黄色の線で空けておかないとならない‐

I

h,、
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ーもうそのために職員の乗用車もどこかに移動しなければならない。

況でございます。

こう．いう状

現在、 森代町の人口は三万三千ちょっとでございますけれども、 これが町の

枯本構想を見ますと、 平成 7 年には 4 万 5, 600 人、平成12 年には 5 万 6. 400 人

と想定をしておるわけであります。現在すらスペースがないわけでありまして、

このとおり人口がふえていくということになりますと、

やさなければならないし、来客も当然、

うことになるわけです。

ところが、 今度のイベント広場は現在この東側に予定されている敷地全部を

使ってこのイペント広場にしてしまう。

のように考えているか、

次に、

! 

: 

3 番目の問題についてご質問をいたします。

8 月 4 日投票が行われました祁代町の町迅選で、いわゆる架空転入の疑惑問

踊があるわけでありますけれども、

す 6

答弁者は、 この選常と関係のある、もちろん選挙管理委員会の事務局長であ

さら．に転入問題が絡みますので、住民課長にお辟ねをするわります総務部長、

けであります。
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一体これから先の藤代町の駐車場をと＾

その点もあわせてお伺．いしたいと思うわけであります。

今f~]の選学で、選挙のために票異勁をやっているといううわさは、

我々の耳にも入っておりましたし、苑話でのら流れておったわけであります c

情報もあったわけでありますが、

この点について質問をいたすわけでありま

これはあくまでも匿名でございましたので、

私も問題としておらなかったわけであります。・中には入場券を買って歩いてい

るというような話も問いておりました。

ところ．が、•投漂日、第 15 投票所、

この比率に応じて多くなってくるとい

これは私の住んでおります新川、

の投票所でございますけれども、有権者が 529 名でございます。いずれも長く

大曲、新川に住んでいる人ばかりでございますから、

大概顔を知っておるわけであります。会いの人たちは、

黒の乗用車で采りつけて投票をしていったと、

もちろん職員の数もふ

地元の立会人の人も、

告示前か

大曲蔀落

地元の区長さんなど立ち

ところが、男性数人が

ふだん見

・かけない人たちだったということで、いろいろ投票所内でも話題になっていた

そうであります。

私はこの話を開きまして、 告示前からいろんなうわさが流れていたことを耳

-1 7 2 -
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にしておりましたので、

けれども、

たちが同居をしている形になっていることを発見いたしたわけであります n 実

際には、

和田

この第 15投票所の有権者台帳には、

この新川の

けですから、

はっと思っていろいろ調査をいたしたわけであります

同じ新川の 143 番地に 7 名の人

143 番地というのは若い夫婦と子供所帯が生活しているわ

通常、若い男 7 名も一緒に同居できるような状況じゃないし、朝

それらしき人は晩 1 日何回となく、私はその前を毎日通るわけですけれども、

一度も見たときがなかったわけであります。近所の方にもお問きしたところ、

そういう人たちは見たことがないと、

ここで、

調査をいたしたわけでありますが、

915-7 に 6 名、

までいた人でございまして、

こういうことであったわけであります n

これは大変な問題だということで、 いろいろ共産党塩員団としても

その後、孫代町の高須 165 番地に 7 名、宮

さらに双葉に 2 名、双葉の 2 名というのは、投架が終わる

その前に実際に巽勅そのものは 4 名あったという

ことが後でわかったわけでありますけれども、 そういう状況がありました c

そこで、私どもはこの有権者登縁名蒋の誤準日の問近になって 22 日から 25 日、

極めて同時期に同じ場所に異勁が行われた。非常に不自然でもありますし、い

ろいろ地域の状況やなんかも凋脊いたしましたけれども、 、これは選栴の目的を

持って転入をしたものであるというように、我々自身は判断をいたして、

的にもこれを明らかにしたわけであります。

t
ざ
．
ふ
ぶ
・
盆
ふ
忍
営
怨

の問領をいろいろ闊ぺてみますと、

とがわかりました。

慕力団に関係する人たちも含まれているこ

まず、選搭管理委負会の事務局長、

に受けとめているか、

並びに住民課長は、

以上で、第 1 回目の質問を終わります c

0 議長（坂本 守君）

0 町長（吉田久夫君）

さらに、頂大な問題は、

このことをどのよう

まず最初にお伺いをいたしたいと思います，9

町長吉田久夫君 c

〔町長吉田久夫君登壇〕

第 1 点目の水と緑の広場についてと、

会＇
ャ‘
5t

 我々がこ

2 芥目の役場の
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駐車場について、関連がございますので、 まとめて答弁を申し上げます。

最初の結論から申しますと、必要があるのかどうかと、

という質問でございますけれども、必要性を；忍めたからこそ予策を計上したと、

こういうわけです。 なぜなら、 おかげさまでこの役場も立派にできました。個

人の家で言えば自分の住まいが立派にできました。

町長の判断はどうか

どの家でも松の木やら木を

-1 7 3 -
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梢えるてしょう。また、金のある人は筑被石などを持ってきて飾るで・しょう。
それと同じで、無味乾燥の広場だけでは役場としての適合性がないのではない

か。 やっぱり役場も立派になりました、 自然を楽しむ広場も必要であろうと。

そして我々の考えは町民の皆さんが、ふだんから四六時中広場を利用できるよ
あるいはまた眺められるような配感をしながらつくるんだと、

I・・：乏

r 
1 9 

: 

: 
; 

そういう
ヽ

、

A
5

)

'

 

．
つ

考えでございまして、決してむだ逍いとは存じません。

それから、横田さんの苫われるところは、 あそこを班直場にしたらどうかと

いう意味にも聞こえるのですけれども、いずれにしても広場として町民に親し

まれる広場をつくる、

〇講長

0町長

（坂本

（吉田久夫君）

守君）

そして駐車場に関しましては・・・・・・。

傍聴席は静粛に。

りますし、

（続）駐直場に関•しましては補正予算にも計上してお

ご存じのように、（建頴セソターと役場の駐車場の間、今、岡堰と折
ただ、あそこのfj,f中でございまして、、今度1. 8 0,0 万ですか計上してあります。

場所だけではまだまだ足りないと思います c 横田さんご指摘のような、将来人

ロを見越したした場合、
足りないのは百も承知でございまして、私は私なりに、、

役場は役場なりに、その後の抜本的対策も考えているのは事実です。

体的にどうするんだとgゎれても、

ただ、

まだ正式決定ではございませんので、まだ

この席上では発表できませんけれとも、調査贄が既についていると、

具

そういう

~ l-•もご承知おき願いたいと思います。詳しくはもう少し具体化してから皆さ
9- r_ 

ｷｷ'ｷ...:::ｷ.ｷ: .. _,.ｷ,::ｷ,,,_. :,.., . .-.-.. _-._., .. 
.'•：ぷ．,_,..·：這翠ぶ·:,;.9：・,·唸砂； ：..,:.’・．；．．，，·
・行．・ 、

んに発表いたしますけれども、

そういう抜本的な対策も考えているということもご承知おき邸いたいと思いま

す。

〇環長（坂本

0総務部長

守君）

（秋田昭一君）

そういう裏でと言ったらおかしいですけれども、

続いて、 総務蔀長秋田昭一君。

〔総務部長秋田昭一君登壇）

お答え申し上げます。

総務蔀長ということではなくて、選挙管理委員会の笞記長ということでお答

この 8 月 4 日に行われました町議選については、私ども公職選挙法に基づき

まして行っているわけでございます。
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えさせていただきたいと思います。

この公職選挙法の21 条に、選挙人名碑の

登録は市町村の区域内に住所を有している者で、

れた日、

当該市町村の住民票が作成さ

そういう住民基本台帳に基づいて処理をしてきているものでございま
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す。そういう内容でありますので、私どもはそういうご指摘のあった疑装とい

・うものを持っておりません。法にのっとった処殴をしてまいったというふうに
感じております。

0議長（坂本 守君） 続いて、住民諜長畠 昭男君。

, 

, 
,』

.'  

! 

（住民裸長畠 昭男君登壊〕

0住民課長 （畠 昭男君） お答えいたします。

どのように受けとめているかということでございますが、私どもの方は転出

届に基づいて住民票を凋整していくということでございますので、 どのように

思っているかとのご質問でございますが、 転出届に稲づいて住民票を処理して

いったということでございます。

O瀦長（坂本 守君） 横田千之君。

0 1 8 番

ていると、

（横田千之君）

こういうことでありますけれども、 今発表できる段階ではないとい

うわけでありますけれども、 それでは淡論にならないわけであります·,

もない広場を、

[ l 8 番横田千之君登壊）

第 1 点目の質問については、町長は別の構想を持っ

アスファルトの駐直場をただつくっておけばいいと、

ことを今言っているわけではございませんし、 もちろん稼代町にはまだ·まだ都

市郭に入りますと樹木も少ないし、植樹や何かは当然必要かと思うわけであり

ますけれども、いずれにしても‘今度の構想を見ますと、 イペントではいろいろ

使えるにしても、 多目的にはなかなか利用できない n

スペースも実際に足りないわけでありますから、 そういうものを含めた再検討

をする必要があると、 このように考えております。

`
§
g
．
象
危
羞
覧
房
蓋
滋
屠
l
s
t

特に、 これまで申しましたように、藤代町の町民、

もっと、

私は何

う、ー

U
うこ

当而、駐．屯湯の

この庁舎を眺めまして、

中には立派な庁舎ができたということで喜んでいる人もいることは確かかと思

いますけれども、少なくとも私がこれまで多くの町民と接した中では、ああい

う立派な庁舎をできるだけの力があるのなら、

しいという意見を持っている方が圧倒的に多いということであります。

もっとこういうものをやってほ

今度 4 億数千万のお金を出しまして、

さらに、

このイベント広場をつくったということ

になれば、単に駐車場問題が、後でどこかに駐車場をつくるということで町長

は考えているのかもしれませんが、町民の大きな批判を受けることは間違いな

しヽ、 このように私は確信をいたしておるわけであります。
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屋醤墨鵬
―”定圧皿U

．質問がかみ合いませんから、
このイベ

ソト「心をつくることによって、町民の批判があったときには町長の況任でご

• | 

lI 
l, l 

11 

これでこの件は終わりますけれども、

ざ v ヽます。
この点をひとつ、肝に銘じて私は岡いていただきたいと思います。

てきれば再検討を今からでも遅くありませんから加えていただきたい、

とを強く申し入れたいと思うわけであります。

このこ

3 点自の問題についての 2 回目の質問を行うわけてあります。 そ

それでは、

れでは、
具体的に総務部長にお伺いいたしますけれども、第 l 5 投票所で投票を

i-rったこの人たちは、 投茫所を問迎えて、最初に第 16 投票所、

行ってしまったということであります。

第 15 投哄所に戻って来て投双をしたということでございます。

長は知っておるかどうか、

新川の

この点をお伺いいたします。

双葉の集会所に

投菜所が迎うということで、双葉から

この点を総務部

l43 番地と新川の第 15 投棠所である新川公民館は、直線にいたします

と約 100 メートルちょっとというところであります。

ばこんな問迎いはするはずがありませんc.

か。 この点も含めてお答えをいただきたいと思います＂

ある投票所では、-:l:.J.̀ 
C~ Jし、

すけれども、

ために問いたときの生年月日が違っていた人がいたという話がございますけれ
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, ども、

入湯券がな『くて再発行をした人がいるそうでありま

選雇人名競に記載されていた生年月日と、

このようなことがあったのか、

これが事実だとすると、

うわさになっておりました、入場券を買って歩いていたという、

なるわけですけれども、

• 

次に、住民諜長にお伺いをいたします。

竜ケ崎市の一女性が、

たところ、

本当にここに住んでいれ

総務郭長はおかしいとは思いません

本人かどうかを確認の

どうなのか、

埜え玉投票の疑いがあるわけであります。

この点をお伺いいたします。

この点について知ってるかどうかお伺いをいたします。

自分が必要あって自分の住民票を市役所にとりに行っ

自分の住民票は竜ケ崎の市役所になかったと、

直｛炉町に転出されており、大騒ぎになった市件がありました。

親もだれがやったのかわからず、

告示前から

この裂づけに

本人が知らないうち

この転出は両

本人と両親 3 人で籐代町の住民諜に来て、

れがやったのかわからないけれども、

届をしていったわけであります。

日と間いており•ます。

竜ヶ崎に藤代町から転出したいと、転出

この転入が平成 3 年 4 月 23 日で転出が 4 月 30

この点について間違いがないか、

だ

確認をもう一度この場

でしたしヽと思います。

ｷｷ-i 7 6 --



iご一可量繭叫四＇

住民課長 ．の質問をいたします c
我々が調査した 4 カ所の22 名の転入は、

日に梨中していましたが、 今また偶然にも、

であります。現在、何人が転出しているのか、
す。

この点をお伺いした!'‘と思いま

さらに、住民諜長に三つ目の質問をいたしますっ
この転出の際、

ことが、

う一度、

四つ目の質問をいたします。

この転出の際に、実際には自分は転入手絵がされていないのに、豚代町！こ転
入したと思い込んで、藤代町から竜ヶ崎市に転出したいと申店に来た者かい・る
ということでありますけれども、

転入届をしたということではなくて、
たので、

た今、

ります。

紅
食
総
象
娑
忍
極
喜
綜
｝.. 

4 カ所とも平成 3 年 4 月 22 日から 25

この 4 カ所から転出して(-‘るよう

自分の住んでいた籐代町の住所の番地がわからない人が'•‘た
菅谷遥員の調査で明らかになっているわ：ナてありますが、
この席上でその点を確認したいと思います。

これは恐らく本人が、話だ；ナあって、

自分はもう秘代町に転入されていると思い込み、

私からもも

木人が

だれかにそういう話でやるという形だっ

また転出するということで本人が出てきたということだと思うわけてあ
そして選硲が終わっ

この点も極めて頂大な内容が含吐れておるわけでありますけれども、
この点について住民課長は知っているかどう応知っていないとすれば大·れな
問題でありますのて、直ちに応対した戦且がいるかどうか確認した上て、
場で答弁をしていただきたいと思うわけであります。

これだけ不自然なことが次々と起きているのに、総務部長や住民諜長は先ほ

この

どの答弁のとおり、極めて車務的な答弁しかございませんでした。総務部長は、
住民基本台帳に基づいて選挙名海を作成して、ただそのとおりにやっていれば
いいと、ただそれだけの答弁。住民諜長は、転入届があれば、

け付けしていれば自分の変務が果たされたというような感覚でいらっしゃるよ
ただそのまま受

うでありますけれども、

では、 正確に正しく行わなければならないことになっておるわけですから、
とんでもないことであります。住民基本台位長法第 3 条

しく行われているかどうか、十分日常の事務の中でも細かく注意を払いながら
正

事務を遂行していかなければならないし、 今回、

プ記事で報道されるという、
このように三大新聞にもト・｀／

ほどの答弁は、私は自分の責任すら放棄してしまった答弁と言わざるを得ない
こういう事件がこういう形になっている中で、 先
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当然、 今謁l 究中でありますし、
この市実関係につきましては未紹明なところ

がまだたくさんあるわけでありますし、

らないわけであります。

これから凋査を進めていかなければな

ういう感韮なのか、

A 
....,、

そういう状況にある中で、 一体先ほどの答弁はど

私たちにはまだ地方自治法第 100 条の調究権は与えられておりません。
もう一度答弁を求めるものであります。

です

から、住民漂を勝手に取るわけにもいきませんし、調査のためにはいろんな苦
労が必要でありますけれども、いろんな間き込み等をしながら調査をする中で、
最初 4 カ所 22 名と発表いたしましたけれども、

その後新たに山王の・・・・・・、間迎

いますと大変なことになりますので、
ちょっと資料を持って来ます。

山王の 277 番地に 3 名、
と判断てきる人たちがおるわけであります。私たちのこのような謡査ですら、

本当に斑務の中で正しく行われたか

宮和田 272 番地の 5 に 4 名、疑わしい異動があった

次から次と出てくるわけでありますから、
どうかを解明しなければならない責任があるわけですから、 当然、住民裸長も

総務部長も、
この点は公暁選挙法という大事な法律に基づいて行われておる選

この選挙がこのような形でもし行われていたとすれば、民主
挙でございます。

政治は根底から覆されることになるわけでありますから、

ても、

その董大性からいっ

もっと哀剣にこの問題に対処しなければ、あなた方の哀任は果たせない

と思うわけですけれども、

〇譲長（坂本 守君）

もう一度答弁をしていただきたいわけであります。
この 1 番と 2 番については要望ですか。横田滋員、

そ

れとも町長にもう 1 回答弁させますか。

01 8 番（横田千之君）

〇講長（坂本

けれども、

したけれども、

守君）

OlllT 長（吉田久夫君）

ああ、 もし答弁することがあったら。

町長吉田久夫君。

（町長吉田久夫君登町
ほとんど先ほどの 1 回目の答弁のとおりでございます

ただ一言つけ加えたいのは、
4 億なんぼとか総計でおっしゃられま

この財源の中身は75 ％は国からの自治省主催の地域づくり菰業

という形で、後で交付税で菰入されているものです。 そしてもう一つはふるさ

と記l] 生の 1 億円の中から 3. l 00万円というのを充てた。確かに合計すると 4 億
そういう制度上の資金を利用しながらつくるということ

これだけです。
になりますけれども、

を識員の皆さんも理解していってほしいなと、

-l 7 8 —-
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○議長（坂本守君） 続いて、総務部長秋田昭一君．

〔総務部長秋田昭一君登壇〕

○総務部長（秋田昭一君） お答え申し上げます。

2点ご質問あったわけですが、 この2点については鰕告がありませんので、
書記長としては処置はしてございません。

~それから、 もう一度伺いたいということでございますのでご答弁申し上げま
す。

~ 公職選挙法の21条に被登録資格者等ということでうたわれているものがこ．ざ

います。選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢20年以
上の日本国民で、その者にかかわる当該市町村の住民票が作成された臼、他の

市町村から当該市町村の区域内に住所を移した者で､~住民基本台帳怯第22条転

入届の規定により届出をした者について､当該届出をした日から引き続き3カ

月以上当藤代町住民基本台帳に記載されている者について選挙人名節に登録を
するということになっております。

そういうことでございまして、今回、すべてこの法律に基づいた内容で事務

処理をしてございますので、よろしくご理解のほどをお噸いいたします．
○議長（坂本守君） ~ 続いて、住民課長畠昭男君。

〔住民課長畠昭男君登壇〕

○住民課長（畠昭男君） お答えいたします。

まず、第1点目の、竜ケ崎の女性の方が自分の住民票がわからないうちに藤

代に来ておったと;いうことで大騒ぎになったということでございますが、その

大騒ぎということは私はよく理解できないのですが。硴かに、 これが竜ケ崎市

役所の方で必要があって取りに行ったところがなかったと、 自分の住民票が藤

代に移っていたということで、竜ケ崎の市役所であったことは事実でございま
すし、また、私どもの方にそういうことで住民票をくださいということで来た
ことも事実でございます。

この中で4月23日に入って4月30日に出たということについては、今のとこ

ろ私もまだ掌握しておりません。後ほどこれは調査いたしてみます。
なお、そのときの対応として、硴かに親御さんとお嫁さんか、実の娘さんか

わかりませんが、どうして来たんだろうということで窓口で話し合ったそうで

ございます。 じゃあ、だんなさんの方に聞いてくださいということで話たとこ
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ろが、 そのままお帰りになったというのがポ実でございます。

・それから、第 2 番目の22 名中今までに何人転出しているかということでござ

いますが、 I 7 名でございます9)

3 番目の自分の住所がわからなかった人が来たということでございますが、

これは住所がわからないというのは非常に多種多様でございまして、

例えば私は押切でございますが、藤代町の押切と、んでいる地区名、

わからなくて来た人というのは全くおりません。ただ、

これは 1 日に何入かはおります。

地番がわからないというような方が住民票を取りに、

うような方は、

が、

地番です。

自分が任

そこまで

地番がわからないとい

大字名ではなく、

本籍の地番がわからないとーいうようなことで申諸嘗を出す方は何人かおり

ます。

いるのだから、

あるいは戸籍もそうです

そういうときの対応として、いわゆる官公署発行の、大宇までわかって

そういうことでは身分を確認できれば私の方で考惑いたしまし

ょうということで、官公署発行の例えば免許証、パスポート等により本人であ

ると確かめられた場合には地悉については教えてあげまして、住民票、並びに

これはそうはありませんが、戸籍を出しているということは、 あることは間違

しヽございません。 そういうことをしております。

それから、 4 添目の自分が転入したと思っていて、藤代に転出届をもらいに

来たが、 そういう自分の住民票が調整されていなかったということについては、

,... •• :..:. :...9’ 
、· •，..、ダ・・・,-.··.·會・ヽ ,. ...• • C • •，．べ•ぷ・•·c ：七9. :9 ヽ．•

：．、：：国訴滋謬．貧．：苓，号，
頑露認蕊．深麟忍響吟 1
変：名詔疇瓢琴疇§; 1 麟疇疇麟鱒鬱疇．！
翌疇彎響鬱攣嬉 I
麟屡扇象透嬌綸幽露！彎疇鴫闘i靡疇鴫厨鬱ふトニ l
戸含9付 l.
苓J苓•<｀っ，勺ヽ ^ ^ ぎ｀． l．

急ム• ^ ‘ 、Y恙． P ヽ！
厨、 29.  ̀ t 

vr.. 9. 
i.’郊．．．i

•1 
: ｷ: • .. 

ぃ・・切ござし‘・よせん。

ありませんでした。

〇滋長（坂本

横田千之君 9)

0 1 8 番

いう答弁でございますけれども、私がこういうことで、私だけではありません

共産党の通t.. i団でいろいろこの問題について調壺等もしたことが新問等で

明らかになる中て、いろんな電話での情報等も寄せられております。毎晩、霞

もちろん名前は言えないというような電話も多いわ

が、

窓「．―.I で全職員を採めて問きましたので。

守君）

（横田千之君）

答弁が終わりました。

話が何人かずつあります。

けですけれども。

私は本当にこの問題を

だいろんな問迎が出てくるような感じを、

こういう申し出は

[ I 8 番横田千之君登咀〕

総務部長は、何ら問迎いなく事務を執行してきたと

J OO 条凋近権を発勅して凋査をいたしますと、 まだま

これまでの調査の中で受けとめまし

-1 8 0 --
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た。総務部長は、何ら問蹂ないと、 こういうように答弁をいたしておりますが、

自信を持ってそういうふうに言い切って、硲務祁長、

ろいろ問題があったということになったら、

ム
-,、 そういうことでいいのですか。

06 番（篠山治夫君）

0 1 8 番（横田千之君）

長なのです。

あなた、

よろしいですか c 後でい

これほと・マス：）くでも取

り上げて問題になっている問踊を、問躁ないというふうに断苫したわけですよ

総務蔀長は個人のあれを言っているんでしょう。

当然、

うことだったのかということを正しく突きとめる賀任の当事者じゃないですか。

（続）総務部長というのは選裕 1を理委員会の事務局

これだけの問題になれば、哀相をもちろん、 哀実はどうい

そういうことをやろうという意思は全くないわけですか。

たします。

さらに、住民諜長にお伺いしますけれども、

に来る人は毎日あるというように最初は答弁して、

この番地がわからないで転出届

いな答弁をしておりますけれども、

後段では、問々はないみた

これはもう少し大ポな問題なので、はっき

り。毎日あるのですか、 こういう人が・・・・..。

0 住民諜長（畠 昭男君）

01 8 番（横田千之君） （続） それと、 4 垢目の、

もう一度お伺いをい

往々にしてあるということです。

自分が屯公入されてし、な！J‘

のに転出の届けに来た人というのは、藤代町の住民渫の辟i a でそういう対応を

した人はいないというふうにはっきり断首いたしましたけれども、

受けとめてよろしいですか。

これまでの凋査の中で、いろいろ情報があったわけでありますけれとも、

川の 143 番地に転入の依頼に来たその本人も、 宮和田の住所に転入されていた

というようなこともだん芦んわかってきたわけであります。

というのは宮和田の 272-5 でございますけれども、以前、 サンうイフの市務所

があったと思うわけでありますが、 これは咤話庫長で確認をいたしたわけであり

ますけれども、 そういう状況もわかってまいりました。

これからさらに温国を進めなければなりません。いずれにしても、

会期中に 100 条澗森権の発動の提案をする予定てありますが、

員の皆さんのご協力をいただき、議長もこの衷相解明のために、

そのように

この宮和円の住所

後で、

新
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その際は、各試
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を回復するためにも、 ひとつ全力を淫げて対応していただきたいことを、

際強く申し上げ、総務部長の答弁に対しては、

この

ああいう答弁でいいのかどうな
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のか、私は恩情をもって言っておりますので、

私の質問を終わりたいと思います。

もう一度お答えをいただいて、

〇證長（坂本 守君） 総務蔀長秋田昭一君。

（総務部長秋田昭·一君登壇〕

0総務部長（秋田昭一君） お答え申し上げます。

8 月 4 日に投票されましたこの選挙事務については、 7 月 30 日告示で行って

きたわけでございます。

21 条の内容で、

当然、 先ほど申し上げましたように、公職選挙法の第

選挙管理委員会を開き、当日の有権者を決定し、 告示し、縦覧

に処して事務処理を行ったゎけですので、私ども車務処理については間違いな

く行ってきたというふうに思っております。
そういうことを開いているのではないのです。

0 1 8 番（横田千之君）

〇讃長（坂本

西尾絋昭君。・

守君）

07 番（西尾絋昭君）

関連質問ございますか。

(7 番西尾絋昭君登壇〕

町田遠員の一般質問の第 3 項目目ですね、架空転入の
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凝いについての関連質問を行います。

横田滋員は、確かに架空転入、 正確に言うならばこれは住民基本台帳法の司i

務に基づく事務処理の適正な運用がなされたのかどうかということが、 一つは

重要な問題の核心であったのだろうとは思うんですが、いろいろ問題があると
すれば民主t義の根幹に触れるた＇ろうということは、 これは間違いない問踊で

ございます。

き、

しかるペ

最終的には捜査権に委ねなくては、基本的人権に抵触してきますので、滋
しかし、 この問迎はこれから先、いろいろな機関なり、

i「c 

かんずくとりわけ住民渫で凋資するにはなかなか問題もあるのではないかと思
会にはおのずから限界があるだろうと、

•. 
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います。

これは、
•一つは公職選挙迎反の問踊も中には含まれておりまして、公職選挙

あるいは執行綿の方にも窓口菜務、

いろいろな要件、対応が記戟されておるわけですけれども、

我が町の議会におきましても、過日の選挙におきまして、．肩害について、経歴
違反といいますと、

の略歴紹介の中で虚偽の記載をしたということで、私も告発人として告発はし

ておりますけれども、 そういう方もいらっしゃいます。

法に達反するということは、

法律に違反する、公選

内容のいかんを問わず、架空転入があったとすれ
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ば、 それが事実だとすれば、 それも問題であるし、

入につきましても、
そういう記載事実の虚偽品

これは同じく選挙の公正を害する危険性を持っているとい
うことで、同じレベルの問題として考えられなければならないだろうと。私が
ここで執行部の方にお伺いしたいのは、

菜務の扱いについて具体的な質問がなされておりませんので、
今回、横田議員の質問の中ては、窓 lコ

たします。

住民基本台帳法の第34 条の調査亨務規定があるわけですが、

ひとつお伺↓ヽい

いうのは、定期的にするものとするということでございますが、私が理解する
限りでは、この定期的にするというのは一定の時期であるというふうに、専門
の方々も、専門の習物でも指摘されておりまして、

この調究事務と

体的にはどういう意味を指すのかということで、

ということであるということです。なおかつ、必要あると認めたときにはiJい］杏

一定の時期というのは、具

1 年に一度するのか望ましい

することができるという任意規定になっておりまして、
に調査をなされたのかどうか。

この辺に甚づいて適iE

それと、 もう一つは涸査の内容ですが、 具体的にはどこまでの湖査ができる

住期間等についても聞く権限があるのかどうか。
う権限があるとすれば、

芦
・
疇
．
＂
素
忍
魯
訟
慕
羞
勺
．

の件で、 今告発しているわけですけれども、

その辺をひとつ確認をしたいと思います。

事態が生じてから調査の必要ありと判断して、

についてどこまでの調査をなさったのか。

それによっては、
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粍入の目的、あるいは仕入在

•もしそうt、

転入者に対して直接面談をして、のか。例えば、

それに従った，凋杏をしていなければ職務怠慢というそ

その辺はどのように対応なさってきたのか。しり全免れないわけですが、
もう 1 点、 今度は選挙管理委員会ですが、先ほと私が指摘しました虚偽記載

中に何らかの訂正、あるいは申し入れ等が具体的になされた経緯があるかどう
これを志務局長にお伺いいたします。か、

この内容について、選挙告示期間

それと、戻りますが、住民基本台帳法の34 条の調究事務の規定に関連するこ
この調査というのは、．先ほど私が指滴した、必要ありとi忍めるときとですが、

は調査することができるということでありますのて

麟さんが新問記者さんの前で記者会見をして、
今回、いろいろ共産党議

この問蹄の端紹を記者会見に
よってお披れきして、問題が大きくなってきているわけてすが、

その後、 この

この問源について、転廿に転入

具体的にお伺いしますが、例えば転入者と具体的に面淡等をなさったのか、
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その辺を、現在に至る

までの問騒が発生して指摘された後でどのような対応をなさ・ったかということ
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していないのか、 あるいはそれはできないことなのか、

について説明を求めます。

〇講長（坂本 守君） 答弁を求めます。

総務部長秋田昭一君。

0総務部長（秋田昭一君）

〔総務部長秋田昭一君登曖）

お答え申し上げます。

今の件は、選挙広報を出した後のだれかが申し出あったかということですか。
この点については、候補者本人からはこの件はございませんでしたけーれども、

これ広親について違ったの士油の市議会議員であるという方が参られまして、

だと、 なんか処陪できないかという話がありました。 しかし、私ども選挙管理

委tJ会では、選挙広報の発行規定というものがありまして、 申泊期間経過後に

おいてこれを訂正はできないのだということを話をしましたら、

でご理節をいただきまして、

そういうこと

お帰りをいただいたということがございます。

〇滋長 （坂本 守君） 続いて、住民諜長品 昭男君。

昭男君登墳〕

〇住民諜長（畠 昭男君）

：住民諜長品

お答えいたします。

住起柄本台帳法に邸づく第34 条、

す·、

これの帝査でございますが二通りございま

の屁出証明を浪せば、
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か、

通常は、相手から他の市町村から転出証明をもらって来て私、どもの方にそ

でござしヽます。

その密類がきちんと幣備されておれば、通常は全部形式

的審在で転入を認めておる。 それでもって住民票を謁整していく。

それから、定期的凋究をしなさいということでございますが、

そういうふうな規定はございません。

1 年に 1 回と

実質的調査でございますが、

れる家主さん、 それから、

この内容で、直接面談、

質問はしなければなりません。

在しておるところでございます。

〇證長（坂本

06 番

守君）

（篠山冶夫君）

これが通常

あるいは転入先と思わ

いつまでおりましたかという、

したがって、私どもがそのような実態調査を現
いつ来て、 こういう

続いて、篠山治夫君。

{ 6 番篠山治夫君登壇）

横田滋負の 3 器目の架空転入のことで総務部長にお伺
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いしたいのです。

4 月に転入なされた問題に対しては、総務部長も選挙のためにわざわざ住所
を移したというような考えを持てと言っても、
す。 ただ、私ここでお尋ねしたいのは、三大新間があれほど、私はそういう記
事が好きなものですから一番大々と嘗く朝日新聞一本で当社は新間をとってい
るわけですけれども、その中でもあれだけの疑惑を大きく取り上げております。
私はその三大新間が取り上げ、
ります。

すから、
550 円で沼尻議員、横田議員、菅谷議員の内〈記事が変しみなものて
とっております。

中で総務部長も、

また、共産党堆員が、

その中でいろんな疑惑を招いております s
この共産党の 3 人方に質問、

これは無理ではないかと思いま

今度私も赤旗もとってお

．
つ

ヽI
V
 

(

r

,

 

そ

また現場へ来て聞かせてくれというような話もあったろうと思いまず
いろし‘ろな事情の問しヽ脅わせ、

で、 その後の、新聞て疑惑を招いた後の総務部長の、総務部長というよりも、
その中

選挙管理委員会の事務局長としての職務をとのように進めてこられたし’.)か、
問きしたいと思います。

今度は住民課長てござ・いますけれども、

み茶わんを投げつけたとか、落としたとかて祓判ざたになったような品 b 叫

それから、
2 年はと的ですか、

ております。

を忘れて本人である私ても印鑑祉明をtヽただけなか一、たというポ実もあ，．、文、
住民課も立派に規則を守ってやっているんだなと感心しているわけてございJ
す。

この間、住民票 l 通、印鑑証明杏！迎取りにif < 5) てさえ、

そういう中で、

に何人異助、

た後、

も、

今度のこの事件に対して、住民か非党にわかりずらt、‘
ここに何人異動、名前は出なかったのですけれども、

その人の名前も恐らく知っているのではないかと思いすす c
にお尋ねしたいのですか、

気がしてなりませんので、

お

ム
人
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，
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手帳

こ
, 

L
J
 

横田滋はは

私は住民諜で何かがあるのじゃないかというような
やはり総務部長と同じように

ヽ

とういうような住民課の中で課長が対処したのか、

そこまでは皆さんの責任にしたいとは思っておりません c
の報道によって、

そこで、住民渫艮

三大断問で報迫；され

こしておいて、総務部長も住民課長も本当に何も対処しないのであれば、先ほ
これだけの騒ぎを起

ど横田涸員がおっしゃったとおりに、私どもも考えなければなりません，．ただ、
4 月の23 日、 25 日の転入をどうでこうでと横田滋員も言っておりましたけれと
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ただ、 三大新聞

また、選洋管理委旦とし
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あの新問には後援会と出ており

県の方へ届けを出した後援会であるのか、

て対処したの9か答弁を願いたいのです。

それから、総務蔀長、一つ忘れたのですが、

ましたが、確かな後援会なのですか。
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ないのかもつけ加えて報告をお師いします。

守君）〇講長（坂本 答弁を求めます c

総務部長秋田昭一君。

（総務郎長秋田昭一君登墳〕

0総務部長（秋田昭一君）

新間発表後の扱い方ということでございますが、

というご指摘も受けました c

お答え申し上げます。

さんお三人の方が見えまして、

この発表後、 共産党の壌員

やはり実態調究というものをやるぺきであろう

これは住民課も全く同じだと思います。

そういうことで、基本になっていくものが住民基本台帳でございますので、

住民諜と選洋管刑委員会と一緒に実態調査をしてございます。

ーそれから、後援会があるのかどうかということですが、後援会の届けをどの

ようにするのかという話がありまして、 その指導はいたしました。 しかし、実

.
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ft的な届けは町の選学管理委員会ではなくて、

るのがこの事務のシステムでございますく

県の選挙管理委員会の方へ届け

06 番

のか。

（活山冶夫君）

人数・・・・..。

だから、 それが平実出してあるのか、 ないのか謁べた

0総務部長（秋田昭一君）

後援会の看板があります。

の証紙については町の選挙管理委員会が証紙を添付しなさいということでござ

いますから、県の指示に従いまして、後援会の証紙を町の方の予算で貼付した

ということでございます。

あるというふうに私ども思っております。

〇護長（坂本

0住民諜長（畠

守君）． 続いて、住民課長畠

昭男君）

（続） その涸査はしてございませんが、

そういうことで、

．〔住民諜長畠

新間等で報道された後、

昭男君。

昭男君登墳〕

あそこに

あれは全部で 8 カ所できるわけでございますが、 そ

したがって、後援会の届出はして

お答えいたします。

どのような対応をしたのかというようなことでござ

いますが、先ほど西尾議員さんにもお答えいたしましたように、通常であれば
今回のようなことがあったので、形式的審査で住民票を調整しておりますが、
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れは実態凋査をしなければいかんであろうということで、首長に相談をいた
し、首長の決裁を得て、実態調査を行っておるということでございます。現在、

こ

実施中でございます。

〇講長（坂本 守君）

以上で、通告されました一般質問はすべて終了いたしました。
以上で、横田千之君の質問を打ち切ります。

本日の滋事日程は終了いたしましたので、
ご苦労さまでした。

これにて散会いたします。 どうも

午後 3 時 3 7 分散会
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平成 3 年第 3 回藤代町滋会定例会

平成 3 年 9 月 I 9 日 （木）午前］ 0 時開滋

日程第 I. 平成 3 年 8 月 4 日執行、藤代 IBT ；義会議員一般選学における架空任

入疑惑及び不正投票疑惑の事務検査について
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午•前 l 0 時 l 0 分開議

〇講長（坂本 守君） これより、 本日の会滋を開きます↑

ただいまの出既沿i:i数 I 9 名、 欠席滋図数 1 名、 石井 寇君より欠席の通告が

ございます。定足数に達しておりますので、会涌は成立いたします c

日程第 1 、 本日、・ 16 番吉岡 茂君外 4 名の提出者により、 平成 3 年 8 月 4 日

執行、森代町議会滋員一般選挙における架空枕入疑惑及び不正投緊疑惑の市務

検介に関する団）J淡が提出をされました。 所定の賛成者があり、 動議は成立をい

たしますので、直ちに滋迎といたします。

平成 3 年 8 月 4 日執行、 ゜藤代町證会證員一般選挙における架空転入疑惑及び

不正投票疑惑の事務検査について

〇諸長 （坂本 提出者代表の説明を求めます。

16 番吉岡

守君）

茂君。

〔 16 番吉岡 茂登壌〕

0 1 6 番
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（吉岡 茂君）

のとおり特別委員会を設岡いたします。

〇證長（坂本

〇還長（坂本

守君）

守君）

所定の手続を経まして、皆さんのお手元にある資料

ご了承願います。

以上で、提出者代表の説明が終わりました。

これより質矮を行います。

質疑はございますか。

〔「なし」 と呼ぶ者あり〕

質疑なしと認めます。

以上で質疑を打ち切ります。

これより討論を行います c

討論はございますか。

〔「なしjと呼ぶ者あり〕

〇還長（坂本 守君） 討論なしと認めます。

以上で討論を打ち切ります。

これより採決を行います。

採決は起立採決で行います。

16 番吉岡 茂君外 4 名から提出されました、

—-l 9 8 -

平成 3 年 8 月 4 日執行、藤代町
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〇講長（坂本 守君） 全員賛成。よって、］ 6 番吉岡
さ案提ら力ヽ名

ヽ
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ー
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ト
夕君茂

疑惑及び不正投票疑惑の事務検査に関する動涌は、
たしました。

れました、平成 3 年 8 月 4 日執行
、稔代町堆会議員一般選挙における架空転入

可決すべきものと決定をい

ただいま可決されました勁湖中
ヽ

ます。

頃成者起＿吃］

2 の特別委員会について委員の遊任を行い

お諮りいたします。特別委員会の委員の選任につい
ては、委呉会条例第 5 条第 1 項の規定により議長において指名をいたしf

こいと思し、ますが、議ございませんか。 これにご異
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0 議長（坂本

いたします。

守君）
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〔「異滋なし」と呼ぶ者あり〕
ご異壻なしと認めます

，。よって、埼長において指名を

横田千之君、？召尻

君、倉持光男君、篠山治夫君、以上 8 名を指名いたします。
守君、長東秀臣君、松永

質君、

滋ございませんか。

0議長（坂本 守君）

暫時休憩をいたします。

午前 I 0 時 1 5 分休憩
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0 議長（坂本

[「異議なし」と呼ぷ者あり〕

守君）

ここで、 3 番石井

午前 l 0 時 2 1 分再開

吉岡 茂君、 西尾絋昭

たたいま指名をいたしましナ
こ 8 名を特別委員会の委員に選任することにご異

ー··

休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。
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｀なしと認めます。
しました 8 名の諸君を、特別委員会の委員に選任することに決定をいたしまし

よって、

た。

ただいま指名をいた

がございますの・て、会：：月：口：：：：：：ここなっておりますか、欠席の通街
名逸凪 1ご追加指名をいたします。 より 5 番倉持光男君を会，遥録署
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休憩中に特別委員会が開かれ、

報告いたします。

正副委員長が互選されましたので、 議長から

特別委員会委員長西尾絋昭君、副委員長倉持光男君、以上のとおりでござい

ます。

なお、あす lO 時より特別委員会を開催しますので、委員の皆さんはよろしく

・ご出席のほどお願い・いたします。

以上をもちまして、本日の滋事日程はすべて終了いたしました。
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木日はこれにて赦会いたします。 ご苦労さまでした。

午前 1 0 時 2 2 分散会
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